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平成２６年度の監督指導実施結果について 
～ 長時間労働や割増賃金不払いに関する違反が依然多い。 

危険機械の使用停止等命令事案も増加 ～ 

 

 秋田労働局（局長 小林 泰樹）は、平成２６年度（平成２６年４月～平成２７年３

月）に管下６労働基準監督署が実施した監督指導※1の実施結果について以下のとおり

取りまとめましたので、監督結果の概要と監督指導事例を公表します。 

 

 

【監督指導結果の概要（別添１参照）】 

■ 何らかの労働基準関係法令違反が認められた事業場※２は、監督指導を実施した

2,171 事業場のうち、1,550 事業場（違反率 71.4％）であった。 

■ 主な違反の内容は、多い順に、①労働時間（21.1％）、②割増賃金不払（16.5％）、

③健康診断に関するもの（12.8％）、となっている。 

■ 特に危険度の高い機械設備や作業場所に対し、使用停止、立入禁止等の命令書を

交付した事案は 150 事業場（前年比 67％増）と大幅に増加した。 

 

【監督指導の事例（別添２参照）】 

■ 5 か月連続で月の時間外労働が 100 時間を超え、1 か月最大 135 時間に及ぶ違法

な時間外労働を行わせていた事業場に対する指導 

■ 労働時間の記録を改ざんし、時間外労働に対する割増賃金を支払っていなかった

事業場に対する指導 

■ 機械の巻き込まれ等、休業２か月以上の労働災害を１年に２回発生させた事業場

に対する指導 

 

【今後の取組】 

■ 秋田労働局では、これら監督指導の実施結果を踏まえ、引き続き、積極的に監督

指導を実施し、事業主に対する法令の周知徹底を図るほか、指導に従わない、あるい

は法違反を繰り返すなどの悪質な事業場に対しては、送検するなど厳正に対処するこ

ととしている。 

平成２７年６月１８日 
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※１ 監督指導とは 

労働基準監督官が、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法等の法令遵守状況

について監督指導を行うもの（原則として、事業場に直接立入して行うもの。）。な

お、監督指導の対象となる事業場は、法定労働基準の履行確保や労働災害の防止等

を図る目的から、法令遵守等に問題が懸念される業種等についてあらゆる情報を基

に選定される。 

※２ 事業場とは 

一定の場所で独立して継続的に行われる事業組織の単位。企業の本社、支店、営

業所、工場、店舗、工事現場などが各々離れた場所にある場合には、原則として、

それぞれが別個の事業場として取扱われる。労働基準法等は事業場を単位として適

用される。 

 

１ 監督指導の実施事業場数及び違反内容について（別添１参照） 

 
(1) 平成２６年度に管下労働基準監督署が実施した監督指導の状況（表１参照） 

 
①  事業場数   ２，１７１事業場 （２５年度 １,７６１事業場） 

②  違反率      ７１．４％    （２５年度 ６９.７％） 
 

平成２６年度中に監督指導を実施した事業場の総数は２,１７１事業場で、こ

のうち何らかの労働関係法令違反が認められ是正指導をした事業場の総数は1,

５５０事業場であった。 

監督指導を実施した事業場総数に対する違反事業場数の割合（以下、「違反率」

という。）は７１.４％で、平成２５年度に比べ１.７ﾎﾟｲﾝﾄ増加した。 
 

 

(2) 主な違反内容（表２参照、％は違反率を示す。） 

① 労働時間に関するもの   457 事業場（21.1%） [25 年度 29.9% ] 労基法 

② 時間外の割増賃金支払い  359 事業場（16.5%） [25 年度 15.1% ] 労基法 

③ 健康診断に関するもの   277 事業場（12.8%） [25 年度 12.2% ] 安衛法 

④ 墜落防止措置に関するもの 224 事業場（10.3%） [25 年度  9.1% ] 安衛法 

⑤ 法令等の周知義務     186 事業場（ 8.6%） [25 年度 10.7% ] 労基法 

⑥ 労働条件の明示           184 事業場 ( 8.5%)  [25 年度  8.8% ] 労基法 

⑦ 元方事業者の講ずべき措置 136 事業場 ( 6.3%)  [25 年度  4.3% ] 安衛法 
 
内容： 法違反として是正勧告が行われた条文は、労働基準法、労働安全衛生

法、最低賃金法等の法令や規則の 350 の条文に及ぶ。 

条文別では、労働時間に関連したものや、時間外労働の割増賃金不払

違反が多かった。違法な時間外労働や賃金不払残業（いわゆるサービス

残業）が多い現実を反映している。 

また、労働安全衛生面では、健康診断にかかる違反や墜落防止措置に
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関する違反が多かった。 
 

(3) 使用停止命令等重大な違反の状況（表３－１から３－３参照） 

監督指導を実施した際、機械や設備等により労働災害発生の危険性が高いため

「使用停止等処分」を行ったものは、１５０事業場となっており、前年度より６

０事業場の大幅な増加となった。過去３年間では平成２３年度９０事業場、平成

２４年度９６事業場、平成２５年度９０事業場であった。 

「使用停止等処分」を行った業種は、建設業が９２事業場で６１.３％を占め（平

成２５年度は４９事業場で５４．４％）、最も多く、内容は墜落防止措置に関する

ものが多い。建設業に対しては平成２５年の死亡災害増加を受けて、平成２６年

度に臨検監督による指導を強化した結果、使用停止等処分が増加したものと考え

られる。 

次いで多いのは製造業で３７事業場２４.６％となっており、内容は機械の原動

機や回転軸の覆いに関するものであった。 

交付した内容としては、 

① 高さ２ｍ以上の高所で墜落防止等１３７事業場 (２５年度 48 事業場) 

 ② 機械の原動機、回転軸等の覆い  ２９事業場  (２５年度 34 事業場) 

（注意：重複あり。一つの事業場で墜落防止と覆いがない場合それぞれに計上

している。） 

が多くなっている。 
 

(4) 業種別違反率等の状況 （表４－１及び表４－２参照） 

① 製造業    

事業場数   ４３７事業場  （２５年度 ３６９事業場） 

       違反率   ７８.９％     （２５年度 ７２.１％） 

      内容： 全体の法違反状況では、労働時間に関する違反が 156 事業場

35.7％と最も高く、次いで法令等の周知に関する法違反が 83事

業場 19.0％、時間外労働を行った場合に支払う割増賃金に係る

法違反が 75 事業場 17.2％など基本的な労働条件に関する違反

が多い。 

労働安全衛生関係の法違反では、有機溶剤の健康診断に関す

る法違反が 55 事業場 12.6％と最も高く、次いで一般健康診断の

医師の意見聴き取りに関する法違反が 40 事業場 9.2％などの労

働者の健康に係る違反が目立っている。 

 

② 建設業   

事業場数   ８１８事業場 （２５年度 ５５７事業場） 

             違反率       ６８.８％      (２５年度 ６５.７％) 

       内容：   建設業にかかる法令違反は、墜落防止措置に関する違反が
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189 事業場 23.1％と最も多く、次いで、元方事業者が請負人に

対して指導を行っていなかったとする違反（元方事業者の講ず

べき措置等)が 132 事業場 16.1％となっており、作業主任者の

氏名等の周知が 81 事業場 9.9％となっている。高所作業の墜落

防止に関する法令違反が目立っている。 

 

③ 運輸交通業 

 事業場数  １０４事業場 （２５年度 １０５事業場） 

             違反率      ７８.８％      (２５年度 ７４.３％) 

       内容：  労働時間に関する違反が 73 事業場 70.2％と最も高く、次い

で自動車運転者の労働時間等の改善基準（以下「改善基準」と

いう）の違反である最大拘束時間の違反が 46 事業場 44.2％、

連続運転時間違反が 37 事業場 35.6％などとなっていて労働時

間管理に関する違反が上位を占める。この結果は、自動車運転

者の長時間労働の問題を反映した結果となっている。 

 

④ 商業 

 事業場数  ３８６事業場 （２５年度２６６事業場） 

             違反率      ７１.２％      (２５年度 ７５.６％) 

       内容：  時間外の割増賃金に係る違反が113事業場29.3％と最も高く、

次いで健康診断に関する違反が 112 事業場 29.0％、労働時間に

関する違反が 104 事業場 26.9％、労働条件明示に関する違反が

56 事業場 14.5％となっている。一般労働条件にかかる法違反が

上位を占める。全業種の定期健康診断を実施していない違反の

半数をこの商業が占めている。 

 

⑤ 保健衛生業 

 事業場数  １４２事業場 （２５年度１２５事業場） 

             違反率      ６９.０％      (２５年度 ７２.０％) 

       内容：  社会福祉施設が 120 事業場 84.5％を占めている。違反の内容

は、時間外の割増賃金に係る違反が 46 事業場 32.4％と最も高

く、次いで労働時間に関する違反が 31 事業場 21.8％、健康診

断に関する違反が 22 事業場 15.5％、労働条件明示に関する違

反が 20 事業場 14.1％となっている。 

 

⑥ 接客娯楽業 

 事業場数  １０６事業場 （２５年度１２５事業場） 

             違反率      ６７.９％      (２５年度 ７４.４％) 
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       内容：  飲食店が 50 事業場 47.2％、旅館業が 43 事業場 40.6％となっ

ている。違反の内容は、時間外の割増賃金に係る違反が 48 事業

場 45.3％と最も高く、賃金不払い等に関する違反が 27 事業場

25.5％、労働時間に関する違反が 20 事業場 18.9％、労働条件

明示に関する違反が 14 事業場 13.2％、法令等の周知に関する

法違反が 12 事業場 11.3％となっている。 
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表１ 監督指導事業場数等 (平成 22年度～平成 26年度) 

 
監督指導事業場数 違反事業場数 違反率(％) 

平成 26年度 2,171 1,550 71.4 

平成 25年度 1,761 1,228 69.7 

平成 24年度 2,101 1,328 63.2 

平成 23年度 2,097 1,449 69.1 

平成 22年度 1,884 1,310 69.5 

 

 

表２ 平成２６年度主な違反内容 

 

1,884 

2,097 2,101 
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69.5% 69.1% 

63.2% 

69.7% 
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0

500

1,000

1,500

2,000

監督指導

事業場数 

違反率 

違反事業場数 違反率

457 21.1%

359 16.5%

277 12.8%

224 10.3%

186 8.6%

184 8.5%

136 6.3%

127 5.8%

32 1.5%

⑧　賃金不払い（労働基準法第23・24条）

⑨　最低賃金（最低賃金法第4条）

主な違反内容

①　労働時間に関するもの（労働基準法第32条）

②　時間外の割増賃金支払い（労働基準法第37条）

③　健康診断に関するもの（労働安全衛生法第66条関係）

④　墜落防止措置に関するもの（労働安全衛生法第20・21・31条）

⑥　労働条件明示（労働基準法第15条）

⑦　元方事業場者の講ずべき措置（労働安全衛生法第29条）

⑤　法令周知義務（労働基準法第106条）

違反率％ 

監督指導事業場数 
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表３－１ 使用停止等命令書の交付状況 

年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

使用停止等命令 

書交付事業場数 
７２ ９０ ９６ ９０ １５０ 

 

 

表３－２ 主な業種別 使用停止等命令書の交付状況（平成２５年度・平成２６年度） 

 

 

 

表３－３ 平成２６年度 主な使用停止等命令書の違反内容（上位３つ） 

主な違反内容 事業場数  

墜落防止措置に関するもの １３７ 

機械の原動機、回転軸等の覆いに関するもの ２９ 

プレス等の危険防止に関するもの ７ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 平成２６年度

使用停止等命令書
交付事業場数

使用停止等命令書
交付事業場数

製造業 ３３ ３７ +４

鉱業 ２ １０ +８

建設業 ４９ ９２ +４３

運輸交通業 １ ２ +１

商業 ４ ５ +１

業種 対前年度比
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表４-１ 監督指導の業種別違反率(平成 25年度・平成 26年度) 

業 種 
平成２５年度 平成２６年度 対前年度比 

違反率 
(％) 

違反率 
(％) 

ポイント 

製 造 業 72.1 78.9 ＋6.8 

鉱   業 100.0 72.0 ▲28.0 

建 設 業 65.7 68.8 ＋3.1 

運輸交通業 74.3 78.8 ＋4.5 

貨物取扱業 100.0 60.0 ▲40.0 

工業的業種 69.4 72.8 ＋3.4 

農 林 業 33.3 45.5 ＋12.2 

畜産・水産業 25.0 66.7 ＋41.7 

商   業 75.6 71.2 ▲4.4 

金融広告業 58.8 55.0 ▲3.8 

映画・演劇業 66.7 0.0 ▲66.7. 

通 信 業 30.0 0.0 ▲30.0 

教育研究業 55.0 61.5 ＋6.5 

保健衛生業 72.0 69.0 ▲3.0 

接客娯楽業 74.4 67.9 ▲6.5 

清掃・と畜業 87.5 62.5 ▲25.0 

官 公 署 0.0 0.0 ±0 

そ の 他 62.5 62.5 ±0 

非工業的業種 70.0 68.9 ▲1.1 

合計 69.7 71.4 ＋1.7 
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表４－２ 業種別の主な違反内容（上位３つ） 

業種 主な違反内容（左欄から多い順） 

製造業 

①労働時間 

（労基法第 32条） 

35.7％ 

②法令等の周知義務 

（労基法第 106条） 

19.0％ 

③割増賃金 

（労基法第 37条） 

17.2％ 

建設業 

墜落防止措置に関するもの 

（安衛法第 20・21・31条） 

23.1％ 

元方事業者の講ずべき措置 

（安衛法第 29条） 

16.1％ 

作業主任者の氏名等周知 

（安衛法第 14条） 

9.9％ 

運輸交通

業 

労働時間 

（労基法第 32条）

70.2％ 

改善基準 

（最大拘束時間） 

44.2％ 

改善基準 

（連続運転） 

35.6％ 

商業 

割増賃金 

（労基法第 37条）

29.3％ 

健康診断に関するもの 

（安衛法第 66条関係） 

29.0％ 

労働時間 

（労基法第 32条） 

26.9％ 

保健衛生

業 

割増賃金 

（労基法第 37条）

32.4％ 

労働時間 

（労基法第 32条） 

21.8％ 

健康診断に関するもの 

（安衛法第 66条関係）

15.5％ 

接客娯楽

業 

割増賃金 

（労基法第 37条） 

45.3％ 

賃金不払い 

（労基法第 24条関係）

25.5％ 

労働時間 

（労基法第 32条） 

18.9％ 
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事例１ 

（食料品製造業） 

労働者に違法な時間外労働（５か月連続で月の時間外労働は１００時

間を超え、最大１３５時間）を行わせていた。 

【監督指導において把握した事実と監督署の指導】 

 労働基準監督官が出勤簿等の労働関係書類を調査･確認したところ、時間外・休日労働

に関する協定（以下、３６協定という。）の限度時間の上限を超えて、最大で月１３５時

間の違法な時間外労働を行わせていた。労働者は１人で作業を担当しており休憩も取れ

ない日があった。また、深夜業従事者に係る法定健康診断を実施していなかった。 

 

 

【監督署の対応】 

 事業主に対し、長時間労働の削減（労基法第３２条）休憩時間の確保（労基法第３４

条）及び健康診断（安衛法第６６条）ほかについて是正を勧告した。 

 

 

【監督指導の結果】 

 経営者の労務管理に関する意識が向上し、増員を図り、労働者の負担を軽減し時間外

労働は半減した。 

                                  

事例２ 

（その他の製造業） 

労働時間の記録を改ざんし、時間外労働に対する割増賃金を支払って

いなかった。 

【監督指導において把握した事実と監督署の指導】 

 労働基準監督官が、出勤簿等の労働関係書類を調査・確認したところ、書類上は時間

外労働を行わせていない記録となっていた。しかし、業務関係の記録との間に齟齬がある

ことを指摘したところ、事業主は改ざんを認め、労働者３名に対して３６協定の限度時間

の上限を超える違法な時間外労働を行わせていたことが判明した。 

 

【監督署の対応】 

事業主に対し、時間外労働に対する割増賃金の支払（労基法第３７条）ほかについて是

正を勧告した。 

 

【監督指導の結果】 

労働時間を適正に把握し、法定の割増賃金を計算した結果、過去２年分の不足額合計約

１２０万円が支払われた。是正勧告等の事項については、すべて改善され、現在は適正

な労務管理が行われている。 

 



  別添２ 
事例３ 

（採石事業場） 

砕石プラントを稼働する工場において、１年の間に、２人の労働者が、

休業２か月以上の労働災害にあった。 

労働災害の形態も、墜落･転落災害と巻き込まれ災害で、さらに重篤

な災害となる可能性もあった。 

【監督指導において把握した事実と監督署の指導】 

労働基準監督官が、工場設備や安全衛生管理状況を調査･確認したところ、高所からの

墜落防止対策に不備があったほか、クレーンの安全設備の不具合や、法定の安全衛生教

育を実施していないこと等が判明した。 

 

 

【監督署の対応】 

事業主に対し、墜落の危険のある作業床への立入禁止（安衛法第２０条）を命じたほか、

安全教育の実施（安衛法第５９条）ほかについて是正を勧告した。 

 

 

【監督指導の結果】 

墜落の危険のある作業床に手すりを設置する等の安全対策が講じられたほか、是正勧告

等の事項については、すべて改善された。 

経営者および労働者の安全衛生に関する意識が向上し、以後労働災害が発生していな

い。 

 

 


